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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内視鏡的医療処置において使用されるクリップ装置であって、この装置が、
　ａ）　送出装置に取り付けられた第２のリテーナに嵌合すべく構成されてなる、第１の
リテーナと、
　ｂ）　それぞれが近位端と遠位端とを有してなる複数のアームであって、各アームにお
ける近位端は、第１のリテーナに結合され、該近位端から遠位側へ延びていて、前記各ア
ームは、弾性材料から形成されていて、前記クリップ装置が開いた状態であるときには、
遠位端が互いに離間する傾向をもち、前記クリップ装置が閉じた状態であるときには、互
いに近接するような上記アームと、
　ｃ）　複数のアームのまわりに配置されてなる摺動リングであって、前記摺動リングは
、前記クリップ装置が開いた状態であるときの第１の位置と、クリップ装置が閉じた状態
であるときの第２の位置との間にて、可動になっていて、前記摺動リングは、第２の位置
にあるときには前記アームの遠位端を近接させるように構成されているような上記摺動リ
ングと、を備え、第１のリテーナは、摺動リングが第１の位置にあるときには、摺動リン
グの中に配置され、摺動リングが第２の位置にあるときには、摺動リングの近くに配置さ
れ、
　前記第１のリテーナは送出装置における第２のリテーナに係合し、前記摺動リングは、
第１の位置にあるときには第１のリテーナが第２のリテーナから係脱することを防ぎ、前
記摺動リングは、第２の位置にあるときには第１のリテーナが第２のリテーナから係脱す
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ることを許容し、
　前記摺動リングは近位部分と遠位部分とを備え、近位部分は、第１のリテーナの外面及
び第２のリテーナの外面と摺動可能に係合すべく構成されてなる内面を形成している、第
１の管状の横断面を有し、遠位部分は、前記各アームの外面と摺動可能に係合すべく構成
されてなる第２の管状の横断面を有していて、第２の管状の横断面は、第１の管状の横断
面に比べて小さくなっていて、前記摺動リングがクリップ装置の近位端から外れることを
防いでいる、ことを特徴とするクリップ装置。
【請求項２】
　第１のリテーナは近位部分と遠位部分とを備え、近位部分はフックとノッチとを有し、
フックは第２のリテーナに設けられたノッチに係合すべく構成され、ノッチは第２のリテ
ーナに設けられたフックに係合すべく構成されている、ことを特徴とする請求項１に記載
のクリップ装置。
【請求項３】
　第１のリテーナの遠位部分は円形の横断面を有し、フックは半円形の横断面を有し、ノ
ッチは半円形の横断面を有し、フックの横断面積は、ノッチの横断面積に比べて大きくな
っている、ことを特徴とする請求項２に記載のクリップ装置。
【請求項４】
　摺動リングは内面を形成する管状の横断面を有し、内面は、第１のリテーナの遠位部分
における円形の横断面の直径と略等しい直径を有している、ことを特徴とする請求項３に
記載のクリップ装置。
【請求項５】
　前記アームのそれぞれの遠位端は、内方へ屈曲した先端部分を備えている、ことを特徴
とする請求項１乃至４のいずれか一項に記載のクリップ装置。
【請求項６】
　前記クリップ装置は、等間隔に隔てられた３本のアームを備え、前記アームのそれぞれ
は、遠位端と近位端との間の部分に沿って屈曲している、ことを特徴とする請求項１乃至
５のいずれか一項に記載のクリップ装置。
【請求項７】
　送出装置は、操作ワイヤと内側シースと外側シースとハンドルとを備え、操作ワイヤは
、内側シースの中に摺動可能に配置され、第２のリテーナに取り付けられていて、内側シ
ースは、外側シースの中に摺動可能に配置され、摺動リングの近位端と係合すべく構成さ
れていて、外側シースは、クリップ装置が閉じた状態であるときにクリップ装置を取り囲
むように構成されている、ことを特徴とする請求項１乃至６のいずれか一項に記載のクリ
ップ装置。
【請求項８】
　ハンドルが、送出装置の内部容積に連通してなる洗浄ポートを含んでいる、ことを特徴
とする請求項７に記載のクリップ装置。
【請求項９】
　洗浄ポートは、内側シースと外側シースとの間のキャビティに連通していて、洗浄ポー
トは、クリップ装置の付近にて流体が出入りできるように構成されている、ことを特徴と
する請求項８に記載のクリップ装置。
【請求項１０】
　洗浄ポートは、標準的なルアー取付具を備えている、ことを特徴とする請求項８又は９
に記載のクリップ装置。
【発明の詳細な説明】
【発明の詳細な説明】
【０００１】
（関連出願）
　本願は、いずれも発明の名称を“クリップ装置”とする、２００２年４月１５日に出願
された米国仮特許第６０／３７２，５０４号と、２００２年１１月７日に出願された米国
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仮特許第６０／４２４，５２４号とを基礎とする利益を要求する。
【技術分野】
【０００２】
　本発明は、クリップに関し、より詳しくは、胃腸管に沿った血管を止血するために使用
できるような、または、組織その他を保持する内視鏡ツールとして使用できるような、ク
リップに関する。
【背景技術】
【０００３】
　従来、内視鏡を介して体腔中にクリップを導入し、身体の生体組織を把持することで、
止血、マーキング、及び／又は、結紮を行なっている。さらに今日、クリップは、消化性
潰瘍や、マロリー・ヴァイス病変、デュラフォワ障害、血管腫、乳頭切開術後の出血、及
び、出血を伴なう静脈瘤など、胃腸管の出血に関連した多数の用途に使用されている。
　胃腸管の出血は、やや一般的な、治療せずに残すとしばしば致命的な、重篤な症状であ
る。この問題によって促されて、硬化薬の注入や、接触式の熱凝固技術など、止血のため
の多数の内視鏡的治療のアプローチが開発された。そうしたアプローチは、しばしば効果
的ではあるけれども、多くの患者では出血が続いて、よって矯正的な外科手術が必要にな
る。外科手術は、高い死亡率や多くの他の不都合な副作用を伴なう、侵襲性の技術である
から、有効性が高くて侵襲性の小さい処置手順に対する要望が存在する。
【０００４】
　機械的な止血装置は、胃腸の用途を含む、身体の様々な部位に使用されてきた。そうし
た装置は代表的に、クランプや、クリップ、ステープル、縫線などの形態であって、血流
を制限又は遮断すべく、血管に対して十分な圧縮力を作用させることができる。しかしな
がら、従来の止血装置についてのひとつの問題点は、切開又はトロカール・カニューレを
介して、堅固なシャフトを備えた器具を使用しなければ、それらを送り届けることができ
ないことである。さらに、従来の止血装置はどれも、永久的な止血を行なえるほど、十分
に強くはない。
【０００５】
　ひとつの提案された解決策として、米国特許第５，７６６，１８９号には、開く傾向を
備えた一対のアームを有する、クリップ装置が開示されている。このクリップ、並びに、
一対のアームを有する他の同様なタイプのクリップについてのひとつの問題点は、クリッ
プすべき領域を適切に把持するために、しばしばクリップを回転させる必要があることで
ある。クリップを回転させることは、クリップを送出するために使用されている管が屈曲
していて、これに通された操作ワイヤを用いるために、しばしば困難で複雑である。従っ
て、目標部位へ送り届けることができると共に、所望の配向に回転させる必要なしに使用
できるような、クリップに対する要望が存在する。
【０００６】
【特許文献１】米国特許第５，７６６，１８９号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明によるクリップは、かかる問題点及びその他の問題点を解決すべく、少なくとも
３本のアームを有するクリップを提供する。
　従来の止血装置が遭遇する別の問題点は、患者の目標領域に到達する前にあっては、ク
リップ装置を送出装置に固定しておき、いったんクリップが目標部位に取り付けられたな
らば、迅速かつ容易に送出装置からクリップ装置を解放することが困難であることである
。
　本発明によるクリップは、かかる問題点及びその他の問題点を解決すべく、摺動リング
によって固定されるリテーナ装置を有するようなクリップを提供する。
　従来の止血装置がしばしば遭遇する他の問題点は、外科的部位が血液その他の体液で覆
い隠されているときに、クリップすべき領域を把持するために、適切にこれらの装置を位
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置決めすることが困難であることである。例えば、出血している血管をクリップしようと
する場合、血管を取り巻く領域は、しばしば血液で満たされているために、外科医は、血
管を探し当て、及び／又は、これをクリップすることができない。従って、通常、外科医
による部位の視認を妨げるあらゆる血液その他の体液を洗い流すために、外科的部位を生
理食塩水で洗浄することが必要である。この手順は通例、別のカテーテルを、患者に挿入
して外科的部位に導いて使用することによって成し遂げられる。別のカテーテルが必要で
あることに加え、カテーテルを挿入して位置決めするのに必要な追加的時間のために、か
かる手順は血管をクリップする作業を遅らせる。従って、目標部位の血液その他の体液を
洗浄するための別のカテーテルを挿入して使用することなく、適切に目標部位に位置決め
できるようなクリップを求める要望が存在する。
【０００８】
　本発明によるクリップは、かかる問題点及びその他の問題点を解決すべく、洗浄のため
の特徴を一体化した装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明による、体腔中の生体組織のためのクリップ装置は、体腔中へ挿入可能であるよ
うな、導入管を備えている。導入管（外側シースとも称する）の中には、内側シースが配
置される。内側シースは、導入管の内部において、独立的に摺動可能になっている。言い
換えれば、内側シースは、導入管の動きとは独立的に、進退動作させることができる。近
位端から少なくとも３本のアームが延びているような、クリップが提供される。アームは
弾性材料から形成されていて、アームは、開いた状態になろうとする傾向を備えている。
　クリップの近位端には、第１のリテーナが取り付けられる。操作ワイヤは、内側シース
の内部部分に摺動可能に配置され、その遠位端部分には、第２のリテーナを取り付けられ
て有している。第２のリテーナは、クリップを操作ワイヤに結合すべく、第１のリテーナ
に解放可能に嵌合する。
　摺動リングが提供されて、摺動リングはアームにかぶせられるように移動すると、摺動
リングがアームを閉じた状態に保持すべく構成されている。摺動リングは、内側シースに
接触するようなサイズの部分を有していて、内側シースを前進させると、摺動リングは、
クリップのアームにかぶさるように摺動して、アームを閉じる。ひとつの実施形態におい
ては、摺動リングはクリップから取り外し可能になっていて、別の実施形態においては、
摺動リングはクリップから取り外せないようになっている。
　摺動リングがクリップから取り外し可能であるようなひとつの実施形態においては、２
つのリテーナは互いに結合されて、摺動リングは２つのリテーナにかぶさるような位置へ
動かされる。その結果、クリップは操作ワイヤに結合される。外側シースをクリップにか
ぶせるように前進させて、アームを装置の内部に圧縮ないし押し潰して、内視鏡の通路中
を通過できるようにする。装置が目標部位に達したならば、外側シースを引っ込めて、ア
ームを露出させる。内側シースを前進させて、摺動リングをアームにかぶせるように押し
て、組織上にて、アームを閉じる。その後に、内側シースを引っ込めて、リテーナを解放
し、装置を回収すると、クリップはそのまま取り残される。
【００１０】
　別の実施形態においては、摺動リングは、クリップの近位端とアームとの間に配置され
ていて、クリップから取り外すことはできない。リテーナを結合し、内側シースがリテー
ナにかぶさるように前進させて、クリップを操作ワイヤに結合させる。外側シースをクリ
ップにかぶせるように前進させて、アームを装置の内部に圧縮ないし押し潰して、内視鏡
の通路中を通過できるようにする。装置が目標部位に達したならば、外側シースを引っ込
めて、アームを露出させる。内側シースを前進させて、摺動リングをアームにかぶせるよ
うに押して、組織上にて、アームを閉じる。その後に、内側シースを引っ込めて、リテー
ナを解放し、装置を回収すると、クリップはそのまま取り残される。
【００１１】
　従って、本発明の目的は、高い信頼性で組織を把持できるが、治療処置中に組織を傷付
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けないような、クリップを送り届けることである。かかる目的を達成するために、上述し
たクリップ装置を送出するための方法が提供される。かかる方法は、少なくとも３本のア
ームを有するクリップを、操作ワイヤに解放可能に取り付ける段階を含む。操作ワイヤは
、内側シースの中に配置され、内側シースは、外側シースの中に配置される。外側シース
を、クリップのアームにかぶせるように前進させると、クリップ装置は、内視鏡の通路中
を通過することができる。装置が目標部位に達したならば、外側シースを引っ込めて、ア
ームを露出させる。内側シースを前進させて、摺動リングをアームにかぶせるように押し
て、組織上にて、アームを閉じる。その後に、内側シースを引っ込めて、リテーナを解放
し、装置を回収すると、クリップはそのまま取り残される。
　本発明の追加的な目的は、洗浄のための特徴を一体化して有するような、クリップ装置
を提供することである。洗浄のための特徴は、ハンドルの前方部分に配置されてなるポー
トを含む。ひとつの実施形態では、内側シースと外側シースとの間に配置されるキャビテ
ィないし開口容積に、ポートは連通している。このキャビティは、ハンドルから前方へ、
内側シース及び外側シースの遠位側にまで延在している。その結果、ハンドルに設けられ
たポートを介して注入された生理食塩水などの任意の流体は、キャビティを通って導かれ
て、外側シースの遠位端から排出される。洗浄のための特徴によって、目標組織をクリッ
プで把持する前に、及び／又は、クリップを位置決めする間に、外科的部位にある血液そ
の他の体液を洗い流すことができる。
【００１２】
　上述した洗浄のための特徴を使用するひとつの方法によれば、初めに、目標組織が大ま
かに位置している外科的部位へ、クリップを送り届ける。目標組織が血液その他の体液に
よって覆い隠されていると判断されたならば、ハンドルに設けられたポートを介して、生
理食塩水を注入して、内側シースと外側シースとの間のキャビティを通過させる。生理食
塩水は、外側シースにおける遠位端から排出されて、これにより、クリップを取り巻く領
域にある、あらゆる血液その他の体液を洗い流す。治療処置中に、必要に応じて、継続し
て又は繰り返して、ポートに生理食塩水を注入して、外科的部位を洗い流す。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　本発明は、組織その他の類似物のためのクリップ装置を提供する。図１には、本発明に
よるクリップ装置を示している。クリップ装置１０は、クリップ１２を含んでいて、該ク
リップの近位端１４からは、少なくとも３本のアーム１６が延びている。各アームは好ま
しくは、良好に組織を把持できるように、その端部１８が内方へ屈曲している。３本のア
ームが好ましいけれども、４本以上のアームを使用しても良い。
　クリップは、ステンレス鋼や、ニチノール、プラスチック、その他など、任意の好適な
弾性材料から作ることができる。さらに、アームの横断面の形状は、円形、正方形、三角
形、パイ形、円錐台形、その他の形状にすることができる。
【００１４】
　近位端１４において、アームには第１のリテーナ２０が取り付けられている。ひとつの
実施形態では、第１のリテーナは永久的にアームに固定されている。第１のリテーナは、
第２のリテーナに対して相補をなす形状に形成されていて、第１のリテーナと第２のリテ
ーナとは互いに嵌合して結合する。例えば、第１のリテーナは、第１の端部２２と、第２
の端部２４と、第１の端部と第２の端部との間に配置されたノッチ２６と、を有している
。ひとつの実施形態では、第１のリテーナは、その第１の端部においては、第１の直径２
３を有し、第２の端部２４においては、平坦な上面２５を有するような半円筒形の形状に
なっている。詳しくは後述するように、かかる形状は、第２のリテーナとのしっかりした
嵌合を有利に提供し、リテーナの第１の端部の直径を越えるように、直径を拡大させるこ
ともない。
【００１５】
　また、クリップ装置１０は、内側シース４０を受け入れるような内径をもった、外側シ
ース（ないし導入管）３０を有している。内側シースは、外側シースとは独立させて進退
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させることができる。内側シースの内径には、遠位端５２を備えた操作ワイヤ５０が受け
入れられる。
【００１６】
　外側シースは、その近位端を、前方ハンドル部分８０に取り付けられている。内側シー
スは、前方ハンドル部分８０を通って延在し、その近位端は、前方ハンドル部分の近位側
に配置されてなる中間ハンドル部分８２に取り付けられている。操作ワイヤは、前方ハン
ドル部分及び中間ハンドル部分を通って延在し、その近位端は、中間ハンドル部分の近位
部分にかぶさって入子状に延在してなる後方ハンドル部分８４に取り付けられている。詳
しくは後述するように、前方、中間、及び後方のハンドル部分を軸線方向に相対的に操縦
することによって、操作ワイヤと内側シースと外側シースとの相対的な軸線方向の動きが
制御される。
【００１７】
　前方ハンドル部分は、洗浄ポート８６を含んでいる。洗浄ポートは、標準的な雄型又は
雌型のルアー取付具から構成され、または、流体を注入できるようなその他の任意の機構
から構成される。洗浄ポートは、前方ハンドル部分の内部容積に連通していて、該容積は
さらに、内側シースと外側シースとの間に配置されるキャビティないし隙間８８に連通し
ている。従って、洗浄ポートを介して注入されたあらゆる流体は必然的に、内側シースと
外側シースとの間のキャビティへと入り、続いて、外側シースの遠位端９０の付近におい
て、該キャビティから排出される。言い換えれば、洗浄ポートを介して注入された流体は
、クリップ装置におけるクリップの付近から排出される。
【００１８】
　変形例としては、内側シースの内部にキャビティを配置したり、または、内側シース若
しくは外側シースの中に管腔を配置して備え、その長さに沿って流体を通したりしても良
い。また、洗浄ポートは、変形例としては、中間ハンドル部分又は後方ハンドル部分のい
ずれかに配置しても良く、あるいは、外側シースにおけるいずれのハンドル部分よりも遠
位側である部分に配置しても良いことを理解されたい。
　第２のリテーナ６０は、操作ワイヤの遠位端に取り付けられている。好ましくは、第２
のリテーナは、第１のリテーナに対して相補的になっていて、第１のリテーナと第２のリ
テーナとは嵌合して結合することができる。従って、第２のリテーナは、第１の端部６２
と、第２の端部６４と、第１の端部と第２の端部との間に配置されたノッチ６６と、を有
している。ひとつの実施形態では、第２のリテーナは、その第１の端部においては、第１
の直径６３を有し、第２の端部６４においては、平坦面６５を有するような半円筒形の形
状になっている。さらに、第２のリテーナにおける第１の直径は、第１のリテーナにおけ
る第１の直径と、実質的に同一になっている。
【００１９】
　第１のリテーナと第２のリテーナとは、第１のリテーナにおける平坦面２５を第２のリ
テーナのノッチ６６に配置し、第２のリテーナにおける平坦面６５を第１のリテーナのノ
ッチ２６に配置して、互いに結合される。第１及び第２のリテーナのそれぞれにおける第
２の端部は、各リテーナの第１の直径の約半分の直径になっているので、結合されたとき
の第１のリテーナと第２のリテーナとは、第２のリテーナの第１の端部から第１のリテー
ナの第１の端部にわたって、実質的に同一直径で、実質的に連続的な、円筒形状を形成す
る。
【００２０】
　第１のリテーナと第２のリテーナとは互いに嵌合するけれども、これらが一緒に保持さ
れない限り、結合された状態は維持されないことを当業者は理解するだろう。従って、第
１の実施形態では、摺動リング７０を提供している。この第１の実施形態では、図２に示
されるように、摺動リングの内径は、第１のリテーナ及び第２のリテーナにおける第１の
直径に比べて、わずかに大きくなっている。言い換えれば、摺動リングの内径は、摺動リ
ングがリテーナにかぶさって摺動できて、しかもなお、リテーナを結合された状態に保持
及び維持できるようになっている。その結果、摺動リングは、第１及び第２のリテーナに
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かぶさるように摺動して、両者を嵌合状態に保持することができる。さらに、摺動リング
は、クリップにおけるアームの端部へ向けて摺動して、アームを閉じた位置へ動かすこと
ができる。
【００２１】
　他の実施形態では、図３に示されるように、摺動リングは、第１のリテーナにおける第
１の直径に比べて、小さい内径になっている。その結果、摺動リングは、クリップから取
り外すことができない。この実施形態では、アームが開いた状態になるように、摺動リン
グはクリップの近位端に隣接して配置される。摺動リングをアームの端部へ向けて移動さ
せると、アームは閉じられる。
　第１の実施形態について、その使用方法を説明する。クリップ装置における外側シース
を引っ込めて、内側シースと、操作ワイヤと、第２のリテーナとを露出させる。本発明に
よるクリップを提供して、第１のリテーナを第２のリテーナに嵌合させて結合させる。摺
動リングを第１及び第２のリテーナに押しかぶせて、両者を結合状態に維持する。
　次に、外側シースを、内側シースの遠位端へ向けて、クリップを越えるように押し出し
て、クリップのアームを閉じさせる。この状態において、体腔中に既に挿入されている内
視鏡の通路を経由させて、外側管を体腔中に導入する。内視鏡によって体腔を観察しなが
ら、外側シースの遠位端部分を治療すべき部位へと案内する。
　治療すべき部位が血液その他の体液によって覆い隠されているならば、前方ハンドル部
分に設けられた洗浄ポートを介して、生理食塩水などの流体を注入する。生理食塩水は、
内側シースと外側シースとの間のキャビティないし隙間へと入り、外側シースの遠位端か
ら排出される。生理食塩水が領域に満ちあふれて、血液その他の体液は、治療すべき部位
から洗い流される。以下の段階中に、生理食塩水の注入を必要に応じて継続し、及び／又
は、繰り返して、領域から血液その他の体液を排除する。
【００２２】
　変形例としては、洗浄ポートに真空を適用して、内側シースと外側シースとの間のキャ
ビティないし隙間の中に吸引を創り出しても良い。この吸引を使用して、治療すべき部位
の周囲の領域から、血液その他の体液を取り除くことができる。
　次に、外側シースを近位端へ向けて引っ張って（つまり引っ込めて）、クリップと内側
シースの遠位端部分とを露出させる。次に、内側シースをクリップへ向けて前進させて、
摺動リングをクリップのアームへ向けて摺動させて、アームを閉じさせる。次に、内側シ
ースを引っ込めると、内側シースの遠位端が第１及び第２のリテーナを通り過ぎたときに
、２つのリテーナは互いに係脱及び解放されて、クリップは、組織を保持したまま体腔中
に取り残される。リテーナを係脱させた後には、クリップ操作装置は内視鏡の通路から取
り除かれる。
【００２３】
　第２の実施形態について、その使用方法を説明する。クリップ装置における外側シース
を引っ込めて、内側シースと、操作ワイヤと、第２のリテーナとを露出させる。本発明に
よるクリップを提供して、第１のリテーナを第２のリテーナに嵌合させて結合させる。こ
の実施形態における摺動リングは、第１及び第２のリテーナを結合状態に維持するように
、遠位側へ向けて押し込むことは、できない。
　次に、外側シースを、内側シースの遠位端へ向けて、クリップを越えるように押し出し
て、クリップのアームを閉じさせる。この状態において、体腔中に既に挿入されている内
視鏡の通路を経由させて、外側管を体腔中に導入する。内視鏡によって体腔を観察しなが
ら、外側シースの遠位端部分を治療すべき部位へと案内する。
　次に、外側シースを近位端側へ向けて引っ張って、クリップと内側シースの遠位端部分
とを露出させる。次に、内側シースをクリップへ向けて前進させて、摺動リングをクリッ
プのアームへ向けて摺動させて、アームを閉じさせる。次に、内側シースを引っ込めると
、内側シースの遠位端が第１及び第２のリテーナを通り過ぎたときに、２つのリテーナは
互いに係脱及び解放されて、クリップは、組織を保持したまま体腔中に取り残される。リ
テーナを係脱させた後には、クリップ操作装置は内視鏡の通路から取り除かれる。
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【００２４】
　上述したように、本発明は、クリップを目標部位へ送り届ける方法も想定している。方
法は、近位端から少なくとも３本のアームが延びているクリップであって、第１のリテー
ナが近位端に取り付けられているようなクリップを提供する段階を含む。次に、内側シー
スの中に配置された操作ワイヤの遠位端に設けられてなる第２のリテーナに、第１のリテ
ーナを嵌合させて結合する。内側シースは、外側シースの中に摺動可能に配置される。言
い換えれば、内側シースは、外側シースとは独立させて進退させることができる。第１の
リテーナと第２のリテーナとは、摺動リングによって、または、内側シースによって、結
合位置に保持される。
【００２５】
　外側シースを前進させると、外側シースがクリップに接触し、アームは閉じた位置にな
る。次に、外側シースを内視鏡の通路に挿入して、目標部位へと導く。目標部位に達した
ならば、洗浄ポートに生理食塩水を注入して領域を洗い流す。領域のすべての血液その他
の体液が洗い流された後に、外側シースを引っ込めてクリップを露出させ、アームを開い
た状態に拡張させる。次に、クリップを特定の位置へ導いてから、内側シースを前進させ
、該シースを摺動リングに接触させる。内側シースをさらに前進させると、摺動リングは
アーム上を摺動して、アームを目標部位にて閉じさせる。その後に、内側シースを引っ込
めると、内側シースが摺動リングの第２の端部を通り過ぎたときに、第１のリテーナと第
２のリテーナとは互いに解放される。次に、外側シースを内視鏡から回収して、別のクリ
ップを装填する。
【００２６】
　本発明の好ましい実施形態であると、現時点において信じられるものについて説明した
けれども、当業者は、本発明の精神から逸脱せずに、変更及び改変を行なうことができる
ことを理解するだろう。本発明は、特に異なった機器及び装置によっても実施することが
でき、装置の細部及び使用手順のいずれについても、本発明の範囲から逸脱せずに、様々
な応用例が可能であることを理解されたい。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】図１は、本発明のひとつの実施形態によるクリップ装置を示した図である。
【図２】図２は、本発明によるクリップ装置の一部分について、リテーナが結合される前
の様子を示した図である。
【図３】図３は、本発明によるクリップ装置の一部分について、リテーナが結合された後
の様子を示した図である。
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